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徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
市
町
村
課
の
項
部
長
の
欄
第
五
号
中
１
か
ら
６
ま
で
を
削
り
、
７
を
３
と
し
、
同
３
の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
三
十
条
の
三
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の

聴
取
及
び
命
令

２

第
三
十
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
等

別
表
第
四
市
町
村
課
の
項
部
長
の
欄
第
五
号
の
８
を
削
り
、
同
項
課
長
の
欄
第
三
号
の
１
か
ら
３
ま
で

を
削
り
、
同
号
の
４
中
「
第
三
十
条
の
三
十
七
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
二
第
二
項
」
に
改
め
、

同
４
を
同
号
の
１
と
し
、
同
号
の
５
中
「
第
三
十
条
の
三
十
八
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
三
第
二

項
」
に
改
め
、
同
５
を
同
号
の
２
と
し
、
同
号
の
６
中
「
第
三
十
条
の
四
十
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
五

」
に
改
め
、
同
６
を
同
号
の
３
と
し
、
同
号
中
７
を
４
と
し
、
同
表
管
財
課
の
項
部
長
の
欄
第
七
号
中
「

執
行
」
の
下
に
「
及
び
長
期
継
続
契
約
の
締
結
」
を
加
え
、
同
表
環
境
管
理
課
の
項
課
長
の
欄
第
十
四
号

の
４
中
「
第
四
十
四
条
第
五
項
」
の
下
に
「
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

」
を
加
え
、
同
表
薬
務
課
の
項
部
長
の
欄
第
二
号
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め

、
同
表
国
際
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
の
３
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

表
住
宅
課
の
建
築
指
導
室
の
項
課
長
の
欄
第
三
十
九
号
の
３
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二

項
」
を
加
え
、
同
欄
第
四
十
号
の
６
中
「
氏
名
」
を
「
受
験
番
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
三
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
二
号
の

中
「
同
条
第

11

三
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
公
告
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
縦
覧
及
び
意
見
書
の
受
理
」
を
「

協
議
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

16

17

15

16

号
の

中
「
承
認
」
の
下
に
「
及
び
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
委
託
先
の
指
定
」
を
加
え
、
同

を

14

14

同
号
の

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

15

13

14

12

13

11

第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

12



附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
国
際
課
の
項
課
長

の
欄
第
一
号
の
改
正
規
定
は
同
日
又
は
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日

の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、
同
表
住
宅
課
の
建
築
指
導
室
の
項
課
長
の
欄
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
の

改
正
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
同
表
薬
務
課
の
項
部
長
の
欄
第
二
号
の
改
正
規
定
は
同
月
十
四
日

か
ら
施
行
す
る
。


